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関東地方整備局情報公開室

〈開示請求手数胞の納付について〉

開示請求を行う湯合には、 1件の行政文書について300円を納付していただくこととなっ

ています。 300円分の収入印紙をこの請求書の所定の位置に貼って、 提出してください。

※件数のカウントが分からない場合は、 情報公開室までお問い合わせください。

く開示の実施までの流れ＞

• 1 開示請求・受領

開示請求書受領後、 30日以内に開示決定を行います。

ただし、古い資料、膨大な資料等を扱う場合には、作業に時間を要するため、

30日以内の開示決定が困難となり、 延期する場合もあります。

• 2 開示決定通知書送付

開示対象となる行政文書の内容を確認のうえ、 同封する「行政文書の開示の

実施方法等申出書」を提出していただきます。「行政文書の開示の実施方法等

申出書」の提出は、 開示決定通知書を受けてから30日以内に提出していた

だくこととなりますので、 期限にご注意ください。

※A3判3枚までの函面（紙）の交付の場合、 申出書の提出は不要です。

• 3 行政文書の開示の実施方法等申出書受領

l 開示資料の作成（コピー等）に、 1週閻程度の期間を要します。

·4 行政文書の交付

「行政文書の開示の実施方法等申出書」に記載された方法により、 窓口での

手渡しによる交付、 または郵送となります。

2


